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別 表 第 五 の 二 を 削 る 。

第 条

( 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 九

号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別
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特
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任
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第 四 条
第 八 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 中 「 百 分 の 百 五 十 五 」 を 「 百 分 の 百 七 十 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

玉'
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一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 四 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 中 「 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 四 十 L と 、

は 」 に 、 「 百 分 の 百 七 十 」 を 「 百 分 の 百 五 十 五 」 に 改 め る 。

己 を で 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て



別
表

第
1

(第
6
条

関
係

)

第
l
号

任
期

付
研

究
員

給
料

表

別
表

第
2

(第
6
条

関
係

)

第
2
号

任
期

付
研

究
員

給
料

表

別
表

第
3

(第
6
条

関
係

)

特
定

任
期

付
職

員
給

料
表

利 回 抑 留 刊 H N 油 N 品 目 ( 斗 ハ 藤 田 ) 剖 調 講話 司
E吟

別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

号
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月
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円
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2
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00
 

4
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4
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00
 

5
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号
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6
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給
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月
額

円

37
0
，0
00
 

2
 

41
8
，0
00
 

3
 

47
0
，0
00
 

4
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1
，0
00
 

5
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6
，0
00
 

6
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8
，0
00
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第 五 条

( 石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 田 十 二 年 石 川 県 条 例 第 四 号 )

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 一 条 中 「 第 十 一 条 」 を 「 前 条 」 に 改 め る 。

第 十 三 一 条 の 二 中 「 あ る 職 員 」 の 下 に 「 ( 次 項 に お い て 「 管 理 監 督 職 員 」 と い う 。 ) 」 を 、 「 休 日 等 」

の 下 に 「 ( 次 項 に お い て 「 週 休 日 等 」 と い う 。 ) 」 を 加 え 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2
 

前 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 管 理 監 督 職 員 が 災 害 へ の 対 処 そ の 他 の 臨 時 又 は 緊 急 の 必 要 に よ

り 週 休 日 等 以 外 の 日 の 午 前 零 時 か ら 午 前 五 時 ま で の 間 で あ っ て 正 規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間 に 勤

務 し た 場 合 は 、 当 該 職 員 に は 、 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 を 支 給 す る 。
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与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 四 号 ) 附 則 第 八 項 か ら

第 十 項 ま で の 規 定 に よ る 給 料 の 額 と の 合 計 額 」 と す る 。

( 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 に お け る 地 域 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 に 関 す る 特 例 )
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切 替 日 か ら 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 地 域 手 当 及 び 単 身 赴 任 手 当 の 支 給 に 関 す

る 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 給 与 条 例 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る

字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。
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( 地 域 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 )
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第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 際 現 に 給 与 条 例 第 十 条 の 四 第 一 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 職 員 に 対 す

る 当 該 適 用 に 係 る 異 動 等 に 係 る 地 域 手 当 の 支 給 及 び 切 替 日 の 前 日 に お い て 第 二 条 の 規 定 に よ る 改

正 前 の 給 与 条 例 第 十 条 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 職 員 が 切 替 日 に そ の 在 勤 す る 公 署 を 異 に し

て 異 動 し た 場 合 又 は こ れ ら の 職 員 の 在 勤 す る 公 著 が 切 替 日 に 移 転 し た 場 合 に お け る 当 該 職 員 に 対

す る 当 該 異 動 等 に 係 る 地 域 手 当 の 支 給 に 関 す る 同 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 同 条 第 二

項 各 号 に 定 め る 割 合 を い い 」 と あ る の は 、 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 四 号 ) 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 第 十 条 の 二 第 二 項 各

号 に 定 め る 割 合 を い い 」 と す る 。

( 寒 冷 地 手 当 に 関 す る 経 過 措 置 )
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こ の 項 か ら 第 二 十 一 一 項 ま で に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ

ろ に よ る 。

旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 次 に 掲 げ る 職 員 の い ず れ か に 該 当 す る 職 員 ( 常 時 勤 務 に 服 す る 職 員

に 限 り 、 再 任 用 職 員 を 除 く 。 ) を い う 。
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イ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 別 表 第 五 の 二 に 掲 げ る 地 域 ( ロ に お い て 「 旧 寒 冷 地 」

と い う 。 ) に 在 勤 す る 職 員

ロ 第 一 一 条 の 規 定 の 施 行 の 日 ( 以 下 「 一 部 施 行 日 」 と い う 。 ) の 前 日 に お い て 第 一 一 条 の 規 定 に

よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め て い た 公

署 に 在 勤 し 、 か っ 、 旧 寒 冷 地 又 は 同 日 に お い て 同 号 の 規 定 に よ り 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め て い

た 区 域 に 居 住 す る 職 員

新 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 ・ 条 第 一 項 に 規 定 す る

支 給 対 象 職 員 ( 常 時 勤 務 に 服 す る 職 員 に 限 り 、 再 任 用 職 員 を 除 く 。 ) を い う 。

特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ っ て 、 新 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で な い

も の を い う 。

四 み な し 寒 冷 地 手 当 額 次 項 又 は 附 則 第 十 九 項 に 規 定 す る 者 に つ き 、 基 準 日 ( 第 二 条 の 規 定 に

よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 基 準 日 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に お け る そ の

基 準 世 帯 等 区 分 ( 当 該 者 の 一 部 施 行 日 の 前 日 以 降 に お け る 世 帯 等 の 区 分 ( 給 与 条 例 第 一 一 十 一 条

第 一 一 項 に 規 定 す る 世 帯 等 の 区 分 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ) の う ち 、 寒 冷 地 手 当 の 額

が 最 も 少 な い 世 帯 等 の 区 分 を い う 。 ) を そ の 世 帯 等 の 区 分 と み な し て 、 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第

一 一 項 の 規 定 を 適 用 し た と し た な ら ば 算 出 さ れ る 寒 冷 地 手 当 の 額 を い う 。
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基 準 日 ( そ の 属 す る 月 が 平 成 二 十 八 年 三 月 ま で の も の に 限 る 。 ) に お い て 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤

等 職 員 で あ る 者 の う ち 、 一 部 施 行 日 の 前 日 か ら 当 該 基 準 日 の 前 日 ま で の 問 、 引 き 続 き 特 定 旧 ' 寒 冷

地 等 在 勤 等 職 員 で あ っ た 者 に 対 し て は 、 第 一 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項

及 、 び 第 一 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 み な し 寒 冷 地 手 当 額 の 寒 冷 地 手 当 を 支 給 す る 。
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基 準 日 ( そ の 属 す る 月 が 平 成 二 十 八 年 十 一 月 ' か ら 平 成 三 十 年 三 月 ま で の も の に 限 る 。 ) に お い

て 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ る 者 の う ち 、 一 部 施 行 日 の 前 日 か ら 当 該 基 準 日 の 前 日 ま で の 問 、

引 き 続 き 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ っ た 者 に 対 し て は 、 み な し 寒 冷 地 手 当 額 が 、 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 基 準 日 の 属 す る 月 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 額 を 超 え る こ と と な る と き は 、 第

二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 み な し 寒

冷 地 手 当 額 か ら 同 表 の 上 欄 に 掲 げ る 基 準 日 の 属 す る 月 の 区 分 に 応 じ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 額 を 減 じ

た 額 の 寒 冷 地 手 当 を 支 給 す る 。

平 成 二 十 八 年 十 一 月 か ら 平 成 二 十 九 年 三 月 ま で 六 千 円

平 成 二 十 九 年 十 一 月 か ら . 平 成 = 一 十 年 三 月 ま で 一 万 二 千 円
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給 与 条 例 第 一 一 十 一 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 前 二 項 の 規 定 に よ り 寒 冷 地 手 当 を 支 給 さ れ る

者 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 三 項 中 寸 前 項 」 と あ る の は 「 、 一 般 職 の 職 員

の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 一 一 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 四 号 。 以 下 「 平 成

一 一 十 六 年 改 正 条 例 」 と い う 。 ) 附 則 第 十 八 項 又 は 第 十 九 項 」 と 、 同 項 第 一 号 中 「 前 項 」 と あ る の
c.n
 

--
.J
 



c.n
 '" 利 回 抑 留 刊 H N 油 N 品 目 ( 斗 ハ 藤 田 ) 剖 調 講話 半吟 司
E

は 「 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 間 則 第 十 八 項 又 は 第 十 九 項 」 と 、 「 同 条 第 三 項 」 と あ る の は 「 給 与 条

例 第 二 十 四 条 第 三 項 」 と 、 問 項 第 二 号 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 十 八

項 又 は 第 十 九 項 」 と 、 同 条 第 四 項 中 「 前 二 項 」 と あ る の は 「 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 十 八 項

又 は 第 十 九 項 及 び 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 二 十 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 前 項 」 と 、 「 第

二 項 」 と あ る の は 「 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 十 八 項 又 は 第 十 九 項 」 と 、 同 項 第 一 号 及 び 第 二

号 中 「 前 項 各 号 」 と あ る の は 「 平 成 二 十 六 年 改 正 条 例 附 則 第 二 十 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る

前 項 各 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
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前 三 項 の 規 定 に よ り 寒 冷 地 手 当 を 支 給 さ れ る 者 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 基

準 日 に お い て 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ る 者 の う ち 、 一 部 施 行 日 の 前 日 に お い て 旧 寒 冷 地 等

在 勤 等 職 員 で あ っ た 者 で あ っ て 、 一 部 施 行 日 か ら 当 該 基 準 日 の 前 日 ま で の 問 、 引 き 続 き 旧 寒 冷 地

等 在 勤 等 職 員 又 は 新 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 で あ っ た も の ( 前 三 項 の 規 定 に よ り 寒 冷 地 手 当 を 支 給 さ

れ る 者 を 除 く 。 ) に 対 し て は 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 第 二 十 一 条 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 前 三 項 の 規 定 に 準 じ て 、 寒 冷 地 手 当 を 支 給 す る 。
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石 川 県 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 者 そ の 他 の 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る 者 で あ っ た 者 が 、 一 部 施 行 日 以 降 に 引 き 続 き 給 与 条 例 の 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 と な

り 、 特 定 旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 と な っ た 場 合 に お い て 、 任 用 の 事 情 、 一 部 施 行 日 の 前 日 か ら 特 定

旧 寒 冷 地 等 在 勤 等 職 員 と な っ た 日 の 前 日 ま で の 聞 に お け る 勤 務 地 等 を 考 慮 し て 附 則 第 十 八 項 か ら

前 項 ま で の 規 定 に よ り 寒 冷 地 手 当 を 支 給 さ れ る 者 と の 権 衡 上 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 基

準 日 に お い て 当 該 職 員 で あ る 者 に 対 し て は 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 第 一 一 十 一 条 の

規 定 に か か わ ら ず 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 附 則 第 十 八 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 に

準 じ て 、 寒 冷 地 手 当 を 支 給 す る 。

( 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 )
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附 則 第 四 項 か ら 前 項 ま で に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員

会 規 則 で 定 め る 。

( 石 川 県 職 員 等 の 修 学 部 分 休 業 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

石 川 県 職 員 等 の 修 学 部 分 休 業 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ24
 

つ に 改 正 す る 。

第 十 八 条 第 一 項 中 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 十 八 年 石

川 県 条 例 第 三 号 ) 附 則 第 七 条 」 を 「 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平

成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 四 十 四 号 ) 附 則 第 八 項 か ら 第 十 項 ま で し に 改 め る 。

石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲
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石 川 県 条 例 第 四 十 五 号

石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 二 条 の 表 十 四 の 項 中 「 臨 床 検 査 技 師 、 衛 生 検 査 技 師 等 に 関 す る 法 律 」 を 「 臨 床 検 査 技 師 等 に 関

す る 法 律 」 に 、 「 及 び 臨 床 検 査 技 師 、 衛 生 検 査 技 師 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 昭 和 = 一 十 三 年 政 令 第 二

百 二 十 六 号 ) 」 を 「 、 臨 床 検 査 技 師 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 昭 和 三 十 三 年 政 令 第 一 一 百 二 十 六 号 。 以

下 こ の 項 に お い て 「 政 令 」 と い う 。 ) 及 び 臨 床 検 査 技 師 、 衛 生 検 査 技 師 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一

部 を 改 正 す る 政 令 ( 平 成 十 八 年 政 令 第 七 十 号 ) 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す

る こ と と さ れ る 同 令 に よ る 改 正 前 の 臨 床 検 査 技 師 、 衛 生 検 査 技 師 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 ( 昭 和 三 十

士 一 年 政 令 第 二 百 二 十 六 号 。 以 下 こ の 項 に お い て 一 旧 令 」 と い う 。 ) 」 に 、 「 及 び 同 令 」 を 「 、 政 令 及

び 旧 令 」 に 改 め る 。

第 二 条 の 表 十 六 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

十 六 の 二 難 病 の 患 者 に 対 す る 医 療 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 六 年 法

律 第 五 十 号 ) 及 び 難 病 の 患 者 に 対 す る 医 療 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則

( 平 成 二 十 六 年 厚 生 労 働 省 令 第 百 二 十 一 号 ) に 基 づ く 事 務 の う ち 、

同 法 及 び 同 令 の 規 定 に よ る 申 請 書 等 で 別 に 規 則 で 定 め る も の の 受 付

及 び 県 へ の 送 付

金 沢 市

附 員リ

1
 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 表 十 四 の 項 の 改 正 規 定 及

ぴ 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

2
 

改 正 後 の 第 二 条 の 表 十 六 の 二 の 項 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 に つ い て は 、 同 項 の 下 欄 に 掲 げ る 市 町 に

お い て 、 難 病 の 患 者 に 対 す る 医 療 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 五 十 号 ) 附 則 第 三 条 第 十

二 項 の 規 定 に よ り 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も 処 理 す る こ と が で き る 。

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 四 十 六 号

民 生 委 員 の 定 数 を 定 め る 条 例

民 生 委 員 法 ( 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 八 号 ) 第 四 条 第 一 項 の 条 例 で 定 め る 民 生 委 員 の 定 数 は 、

次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 市 町 の 区 域 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。
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市
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卜
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人
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人
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附 員
U

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

指 定 居 宅 介 護 支 援 等 の 事 業 の 人 員 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事 本谷 正

石 川 県 条 例 第 四 十 七 号

指 定 居 宅 介 護 文 援 等 の 事 業 の 人 員 及 ぴ 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例

目 次
第 一 章 総 則 ( 第 一 条 l 第 三 条 )

社 弟 二 土 早 人 員 に 関 す る 基 準 ( 第 四 条 ・ 第 五 条 )

第 三 章 運 営 に 関 す る 基 準 ( 第 六 条 | 第 三 十 一 条 )

第 四 章 基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 に 関 す る 基 準 ( 第 三 十 二 条 )

事
、
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第
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第
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い
四

従
ー

申
る

者
以

者
第

法
偏

指
用

下
効

の
て

り
二

基
る

の
づ

ー
趣

ヒ
日

こ」
附

第
う

条
業

条
請

よ
を

指
下

、
百

第
指

す
定

者
向

指
率

選
指

行
そ

条
本

も
事

業
き

条
則

五
J
 

者
第

者
う

設
定

向
指

一
百

定
る

居
の

じ
定

的
択

定
わ

の
方

の
、

)
第

章
甲

、
、

指
の

二
法

の
努

置
居

じ
定

十
十

居
ー
こ

宅
立

J
居

に
に

居
れ

居
指

針
と

に
指

こ
ー

」
定

員
章

第
要

め
す

宅
J

介
‘

五
宅

と
サ

場
宅

提
基

宅
る

宅
定

)
す

係
定

の
章

雑
F

居
数

七
件

な
る

介
、

護
号

条
介

の
l

に
同

介
供

づ
介

も
に

居
る

る
居

宅
条

則
」

宅
)

人
十

)
け

等
護

介
予

)
の

護
支援

な
ピ

立
護

さ
き

護
支

の
お

宅
。

請申
例

総
(

 
重

介
員

九
れ

必
支

護
防

第
四

い
ス

っ
費

疋
支

れ
、

で
い

介
介

は
則

第
疋

護
に

条
ば

要
援

保
支

二
十

よ
等

て
援

る
適

援
な

て
護

者
護

、
一

Z
支

関
第

な
な

事
険

援
卜

六
事

う
を

、
堕

宅
事

業
よ

切
の

け
、

支
の

支
介

十
援

す
こ

ら
体

業
他

事
条

第
業

、
い

利
う

な
霊

れ
そ

接
言並

護
ー

金イ
¥

事
る

項
な

市
Ij

者
設

業
の

一
者
仏
丈
つ
、
用
基
/
，
'
;
-

者
配

保
ば

の
の

(法
保

支
業

基
第

い
の

は
等

者
七

項
は

正
。

者
支

_____
_

1害
健

は
な

有
事

第
者

準
一

。
整

、
と

(
の

に
、

中
以

に
法

し
医

、
ら

す
業

び
法

援
は

号
備

利
の

法
二

規
事

立
下

提
援

第
て

療
利

な
る

は
に

凹
(

立
、

の
を

用
連

第
に

定
業

に
同

供
員

四
行

サ
用

い
能

、
指

上
平

当
条

行
者

携
五

規
す

の
行

じ
さ

十
わ

l
者
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力
コ
要
、

定
ハ

成
F

該
例

う
の

に
卜

定
る

運
わ

J
れ

戸
六

れ
ピ

の
に

居
会

九
」

指
で

と
人

努
八

す
地

営
れ

る
」

条
る

ス
心

応
護

宅
年

1
定

定
と

権
め

条
る

域
に

な
存

指
号

第
も

及
身

じ
状

介
項

法
に

め
も

の
な

第
老

包
当

け
定

ー
の

び
の

自
態

護
律

1
係

る
に

擁
け

一
人

括
た

れ
去

居
つ

項
で

福
状

立
と

喜
に

第
る

者
、

護
れ

項
介

f支長
つ

ば
宅

て
に

な
祉

況
し

な
規

百
護

事
は

従
、
ば

に
護

て
な

種類
サ

同
規

け
サ

、
た

つ
等

定
一

支
業

、
業

利
な

規
支

援
セ

は
ら
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定
れ

1
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日
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す

十
援

所
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ら
定

ン
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又

ピ
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す
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ピ
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事
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専
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な
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置
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い
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が
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村
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、
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介

ト
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護
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福
別

毛
八
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介

な
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ぴ
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居
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待
予
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祉

区
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条
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び
護

支
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条
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そ
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介
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護
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介
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、
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、
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(
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以
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該
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護
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す
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護
助

れ
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め
示

九
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事
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八
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者
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指
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き
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踏
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介
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介
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携
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介
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月
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介

け
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介
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援
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護
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介

護
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護

介
時

は
が

訪
用

(
護
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れ
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携
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事
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つ
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行
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助
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介
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宅
支

こ
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間
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介
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者

他
介

護
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介
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険
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援
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サ

れ
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、

日
護
認

の
定

居
れ

被
者資

指
要

援
を

当
規

介
利

害
l

る
定
す

指
利

当
前

意
の

記
ば

保
定

な
を

提
i

当
定

雪援
用

ピ
場

定
用

該
に

定
思
里
日
目

介
な

険
格

居
措

提
供

該
す

料
品

ス
合

る
居

者
指

は
の

を
護

ら
者

、
宅

置
供

す
サ

る
の

言
十

に
居

宅
又

定
行

新
更

踏
が

援支
な

の
要

介
を

す
る

所
i

費
を

ほ
と

画
係

:
:

s
主

は
居

わ
ま

既
い

罪護
介

望
援

講
る

地
の

ピ
用

行
か

自
費

る
介

そ
宅

れ
の

え
に

の
0

護
じ

こ
域

通
ス

の
う

、
の

も
事臥

援支
の

介
る

申
て

行
提

認
な

と
を

常
の

額
場

利
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支
の

-
1
1

家
護援事支

よ
請

速
わ

供
認

定
の

け
が

い
の

内
に

合
用

給
を

)
e
.
'
 

族
う

が
や

れ
の

定
の

提
れ

困
、

事
容

係
に

者
去

日
の

除
ピ

法
第

か
、

、
か

て
聞

に
有無

供
ば

難
1

業
及

る
は

の
対

く
ス

ら
必

遅
に

い
始

係
を

な
で

以
の

ぴ
サ

、
選

事
，
ょ
象

J
計

四
求

業
要

く
当

る
に

る
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求
ら

あ
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費

l
そ

定
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画
十

め
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な
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該
か

際
申

び
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な
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ピ
れ

に
差
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費
六

ら
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援
も

申
ど
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要
ら

い
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に
よ

額
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提
条第

れ
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請
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、
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介
れ
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認

。
域

つ
の

要
り

が
供

て
た

を
が

か
つ

護
た

め
)

(
い

提
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通
生
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と
行

利
行

を
介

要
い

官
、

場
た
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当

て
供
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に

た
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わ
用

わ
確

護
て

定
合

と
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説

に
交
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係
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は
専

な
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認

、
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、
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に
き
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明
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通

量
い

る
き

下
規

、
門

け
が

る
し

定
利

有
は

は
定

を
た

費
よ

対
に

定
こ

員
れ

受
よ

、
を

用
効

、
、

し
居

行
つ

の
の

う
価

そ
同

に
れ

に
ば

け
う

主日申三月
三

受
申

期
そ

他
、

宅
い

て
支
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を
の

じ
。

ょ
を

身
な
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必

け
込
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利

介
、
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払

施
し

い
利

)
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提
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ら
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が

て
者

を
者

指
用

護支援
手Ij

、
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地
な

つ
用

が
居

刀三
を

な
る

な
行

い
の

確
の

定
申

用
あ

利
上

或
け

。
者

当
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ー，

す
証

い
要

援
わ

な
音

か
提

居
込

。
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五
四

針
十

指
改

医
十

指
定

て
支

払
保

者
/、

と
の

し、
用

j韮
ば

発
ス

る
サ

援
務

に
五

定
善

指
療

四
交

一
険

の
当

介
が

評
て

介
料

択
介

な
的

を
観

介
を

介
対

指
を

指
基

条
居

を
定

サ
条

居
付

を
条

給
同

た
護

で
価

、
護

等
に

護
ら

な
い

点
護

ピ
効

護
援
支

し
居定

担
定

づ
宅

図
居

l
宅

し
受

付
意

つ
支

き
を

そ
援

支
の

資
支

援
な

j古
う

か
支

援
ス

果
、

当
!

苦
き

指
定

護
支

介
ら

宅
ピ

荷
な

け
指

定居
の

を
て

援
る

通
の

す
い

動
。

ら
等

的
サ

宅
さ

宅
、

な
介

ス
定

け
た

請
得

は
専

よ
じ

有
専

る
専

こ
に

以
、

専
の

に
専

l
介

せ
介

次
居

け
護

と
居

れ
場

求
な

利
員

に
利

る
員

適
う

員
。

る
同

議
員

用
つ

員
ス

援
支

も
掲

介
の

ば
援

連
介

の
な

は
介

た
れ

用
は

支
援

用
能

は
正

、
は

サ
じ

給
は

が
た

は
の

の
げ

護
援

支
具

な
事

業
携

護
援

主
基

ら
、

援護支事
め

ば
者

、
者

力
、

に
当

、
1

 
~
生
付
金
三

、
行

め
、

提
の

と
る

体
ら

に
本

な
当

の
な

の
前

す
が

、
居

利
該

居
ピ

居
わ

、
居

供
提

す
と

的
な

者
十

扱取
い

該
証

ら
居

号
る

現
既

宅
用

地
毛

ム
ス

タ
以
ト
対

宅
れ

利
宅

方
供

る
所

こ
の

取
い

は
分

は
。

利
明

な
宅

に
上

に
に

サ
者

域
サ

等
象

サ
る

用
サ

法
等

に
こ

の
ろ

方
扱

。
、

配
、

方
用

業
書

い
を

規
で

抱
提

l
又

に
l

の
の

サ
l

よ
者

l
当

と
管

に
針

方
自

慮
要

量
|

料
者

の
訪

定
解

え
供

ピ
は

お
ピ

利
健

保
l

ピ
う

の
ビ

に
た

0
理

よ
は

針
ら

し
介

)
の

は
付交

問
す

決
る

を
ス

そ
け

ス
用

ピ
ス

に
心

ス
つ

つ
者

る
、

)
そ

て
護

額等
し

る
す

問
受

計
の

る
計

ロ
も

療医
ス

計
し

身
計

い
て

は
も

第
の

行
状

提
)

解決
べ

題
け

画
家

指
画

合
(

画
な

又
画

て
は

、
の

二
提

わ
態

を
供

利
き

点
て

の
族

定
の

め
?

法
の

け
は

の
、

、
介

と
条

供
れ

の
記

し

用
す

課
を

い
刊

に
居

刊
て

ピ
野

件
成

れ
家

作
現

担
じ

搭支援
す

に
す

な
軽

滅
戟

た
者

べ
題

明
る

成
対

宅
成

二
ば

族
成

解
切

る
規

る
け

し
及

き
を

ら
指

に
し

サ
の

居
宅

又ス
十

に
な

の
に

し
丁

。
定

指
れ

又
た

指定
び

課
把

か
定

当
て

l
開

サ
四

当
ら

状
当

や
寧

専
す

定
ば

は
指

居
そ

題
握

に
居

た
提

ピ
始

1
千1さ品

条
た

な
況

た
す

に
門

る
居

な
悪

定
宅

の
の

し
し

宅
つ

供
ス

に
ピ

第
つ

い
等

つ
い

行
員

基
宅

ら
化

居
介

家
J也

な
、

サ
て

す
事

業
当

ス
布

|
ー

て
こ

に
て

よ
う

に
木方

介
な

の
'

色
護支援

族
握

け
手

IJ
1

は
る

た
計

サ
項

は
と

応
は

う
こ

居
護

い
防

介
に

(
れ

用
ピ

、
も

者
等

つ
画

i
に

、
。

じ
、

に
と

宅
針

支
。

止
護

面
以

ば
者

ス
適

の
て

上
ピ

規
利

、
利

説
を

サ
及

援
に

支援
に

接
下

な
が

等
切

と
に

は
に

ス
定

用
継

用
明

旨
l

 
び

の
資す

つ
し

「
ら

自
の

な
す

関
、

位
す

者
続

者
を

と
ピ

前
質

提
い

て
ア

な
立

そ
方

法
る

す
利

付置
当

る
の

的
の

行
し

ス
条

の
る

供
て

行
セ

い
し

の
こ

る
用

該
介

日
か

自
つ

、
計

に
評

よ
証

前
ゎ

ス
こ

た
置

に
と

サ
者

け
地

護
常

つ
立

こ
利

回
規

価
う

明
条

な
メ

と
日

か
よ

。
1

に
る

域
給

生
計

し
と

用
の

定
を

行
書

第
け

;
。

常
れ

り
ビ

よ
よ

の
付

等
活

画
た

0
者

作
す

行
わ

を
一

れ
」

生
て

、
ス

る
努
う

住
全

的
日

又
成

る
い

れ
利

項
ば

と
活

い
利

の
サ

民
対

般
に

常
は

に
基

、
る

用
の

な
い

を
る

用
内

l
め

に
象

を
指

生
そ

関
本

常
と

者
利

ら
、

営
環

者
容

ピ
な

よ
サ

援
支

定
活

の
す

扱取
に

と
に

用
な

九
む

境
に

、
ス

け
る

l
居

の
家

る
そ

も
対

料
¥;
、"
--
..
/

下

等
つ

干
Ij

の
れ

目
ピ

す
宅

支
族

業
方

の
し

の
」
ー

、
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十
十

十
十

十
十

一卜
九

!¥.
 

六
準

五
意

と
宅

四
し

当
一

更
用

二
及

一
用

険
意

と
居

以
宅

な
用

解
に

ア
者

- 、一一
用

見を
す

サ
、

た
、

者
び

者
給

介
見

す
宅

F
サ

、
介

け
科

決
つ

セ
の

介
説

と
介

す
第

る
l

介
特

つ
介

指
に

介
担

介
又

付
護

を
る

サ
同

l
利

護
れ

並
す

い
ス

家
護

明

護
る

求
こ

ピ
護

段
て

護
援

主
定

つ
護

支
援

当
援護支

は
の

支
求

こ
l

じ
ピ

期
支

ば
び

ベ
て

メ
族

主
し

こ
援支

こ
号

め
と

ス
支

の
は

居
い

者
そ

対
援

め
と

ピ
J

ス
者

援
な

に
き

検
ン

の
援

、
の

と
か

る
。

計
援

事
、

宅
て

に
の

象
専

る
。

ス
等

及
専

ら
サ

課
討

ト
希

専
理

場
専

0
ら

こ
た

画
専

情
利

専
サ

の
専

イ
交

寸
専

家
と

門
こ

た
計

の
の

び
門

な
l

題
し

に
望

門
解

合
門

筆
と

だ
の

門
の

用
門

l
継

門
門

族
な

員
と

だ
画

催
関

担
そ

貝
口

い
ピ

、
、

よ
及

員
を

に
員

が
し

変
員

な
者

員
ピ

続
員

し
員

に
る

は
が

し
の

争
当

の
は

こ
ス

提
利

り
び

は
得

お
は

ー
で

、
更

は
い

及
は

ス
的

は
な

は
対

か
、

で
、

原
v=
-
者

家
、

と
を

供
用

把
当

、
な

い
号

き
や

の
、

限
び

、
事

な
、

け
、

し
ど

居
き

や
案

よ
り

(
族

サ
。

提
さ

者
握

該
利

け
て

適
ま

る
む

必
規

り
そ

前
業

ア
居

れ
居

て
う

宅
る

む
の

、
主

人
の

l
供

れ
及

さ
地

用
れ

切
で

も
を

要
則

の
号

事
セ

宅
ば

宅
説

か
サ

も
を

内
利

下
参

ピ
す

る
ぴ

れ
域

者
ば

介
な

の
の

得
性

で
規

家
に

ス
サ

な
サ

明
を

l
の

得
容

こ
加

ス
る

サ
そ

た
に

の
な

護
保

規
と

な
に

定
則

族
規

と
メ

l
ら

|
し

区
ピ

と
な

に
塁

の
を

担
上

l
の

解
お

希
ら

支
健

定
す

い
つ

め
で

、
定

の
ン

ピ
な

ビ
、

分
ス

す
い

つ
条

基
当

で
ピ

家
決

け
望

な
援

医
は

る
理

い
る

定
指

す
連

ト
ス

い
ス

文
し

計
る

理
い

良
に

本
者

の
ス

族
す

る
及

い
専

療
、

。
由

て
場

め
定

る
絡

を
計

こ
計

書
た

画
。

由
て

白
お

と
会

留
の

の
べ

指
び

0
門

サ
第

が
、

合
る

居
実

調
含

画
と

画
に

上
の

が
、

等
い

し
議

意
日

生
き

定
利

員
l

 
十

あ
担

に
と

宅
施

整
む

の
。

を
よ

で
原

あ
担

γ
て

つ
(

事
楳

活
課

居
用

は
ピ

三
る

当
お

こ
サ

状
そ

J
作

作
り

、
案

る
当

」
つ

介
項

及
に

題
宅

者
ス

号
場

者
い

ろ
l

況
の

を
成

成
利

当
に

場
者

字
冠

、
護

等
ぴ

対
に

サ
に

面
及

に
合

か
て

に
ピ

他
後

し
用

該
位

合
か

当
居

支
を

そ
す

対
l

つ
接

び
規

に
ら

は
よ

ス
自

の
行

た
者

居
置

に
ら

色
者

宅
援

量
の

る
応

ピ
い

の
福

定
つ

、
、

り
事

握
便

円
買

毛
と

の
宅

付
つ

、
TI'
i

L
:
:
'
_
サ
専

達
意

す
ス

て
趣

祉
す

い
専

サ
行

業
宜

き
同

サ
け

い
専

報
と

l
門

し
成

向
る

等
の

旨
サ

る
て

門
l

わ
者

広
の

必
サ

は
意

l
た

て
門

を
い

ピ
員

た
時

、
た

が
ア

を
l

 
z
 は

的
ピ

な
等

下
提

要
l

、
を

ピ
指

は
的

担
う

ス
が

居
期

総
め

提
セ

利
ピ

、
な

ス
け

と
供

に
ピ

当
得

ス
定

、
な

当
。

計
居

宅
、

合
の

供
ス

用
ス

サ
担

見
地
担
れ
の

~
I
を
応
ス

該
な

計
居

担
見

者
)

画
宅

サ
サ

的
最

さ
メ

者
が

l
 

当
当

ば
連

雪
行

つ
じ

計
居

け
画

宅
当

地
と

を
の

サ
1

 
1

な
も

れ
ン

及
総

ピ
者

か
者

な
絡

一
て

画
宅

れ
の

サ
者

か
共

招
原

l
ピ

ピ
援

適
る

ト
び

合
ス

に
ら

会
ら

を
1

も
居

の
サ

ば
原

l
に

ら
有

集
案

ピ
ス

ス
助

切
体

の
そ

的
計

対
の

議
な

継
ン

の
宅

実
!

な
案

ピ
対

の
す

し
に

ス
計

の
の

な
制

結
の

か
画

す
意

の
い

続
と

サ
施

ピ
ら

の
ス

す
意

、
る

て
位

計
画

種
方

サ
を

果
家

つ
の

る
見

開
こ

的
Z

す
l

状
ス

な
内

等
る

見
と

行
置

画
の

類
針

l
勘

に
族

効
変

照
を

催
と

に
る

ピ
況

計
い

容
に

照
を

と
う

付
の

原
、

、
ピ

案
基

に
率

更
会

求
に

。
仔

己
こ

ス
の

画
こ

に
つ

会
求

も
会

け
作

案
内

生
ス

し
づ

対
的

に
等

め
ょ

っ
、

と
計

把
を

と
つ

い
等

め
に

議
た

成
を

容
活

の
て

き
し

に
つ

に
る

り
こ

1
0

画
握

手
IJ

0
い

て
に

る
、

を
指

の
作

及
全

組
、

、
て

提
い

よ
も

、
と

)
の

(
用

て
、

よ
も

当
い

定
た

成
び

般
合

当
利

十
イ共

て
り

の
居

と
変

利
者

利
保

り
の

該
つ

居
め

し
利

の
せ

該
用

分
。
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(
 

2
 

第
(

第
(

第
(

2
 

第
(

運
従

他
の

十
管

に
十

利
れ

に
要

十
利

対
務

係
関

れ
第

画
じ

十
項

十
法

営
業

指
の

他
九

理
該

八
用

ば
は

介
七

用
し

を
る

指
す

る
六

に
J

ー
の

六
定

け
当

援
十

と
r疋J.
..，
.ミ

規
者

定
管

の
条

者
当

条
者

な
、
護

条
者

て
国

特
定

る
場

項
お

ヂ
年

規
条

代
れ

該
事

五
o

 
11-

程
に

居
理

従
の

す
に

ら
当

認
に

提
民

例
居

情
合

の
い

女
民

律
法

定
理

ば
指

定
業

護
)

こ
宅

を
業

指
責

る
指

関
な

該
定

指
対

出
健

居
宅

報
の

規
て

に
指

受
予

買
な

者
指

予
の

介
者

定
務

場
定

す
い

利
を

定
す

し
康

宅
介

を
当

定
位

ぞ
第

よ
定

ら
居
宅

か
定

防
章

護
元

の
居

)
合

居
る

。
用

受
居

る
な

保
介

護
記

該
に

置
百

る
居

サ
な

ら
居

支
の

支
的

管
宅

は
宅

市
者

け
宅

居
け

険
護

支
載

居
よ

付
て

し
ミ

九
審

宅
1

い
介

指
宅

援
規

援
に

理
介

、
介

町
に

て
介

宅
れ

団
サ

援
し

宅
り

け
十

査
介

ピ
こ

護
定

介
事ー

返
事

行
、

護
遅

護
村

対
い

護
サ

ば
体

l
事

た
介

居
ら

主
明

…
二

E
護

ス
と

j支
"
'
"
友
介
援事護+
 

ム
ι

業者と
を

業
わ

指
支

滞
支

へ
し

る
支

!
な

連
ピ

業
文

護
宅

れ
T人ヨ
ー
号

び
援支

に
。

護
遵

所
な

定
援

な
援

の
、

利
援

ピ
ら

合
ス

者
書

サ
介

て
ゆ

)
支

係
事

予
守

の
け

居
事

く
事

通
直
用
事
ス
な
会
費
は
を

l
護
ぃ
~
=
-
第
払
事
る

業
防

当
さ

管
れ

宅
業

、
業

知
近

者
業

計
い

に
の

、
提

ピ
サ

る
あ

四
に

業
報

者
支

業
該

せ
理

ば
介

所
意

者
)

の
が

者
画

。
委

支
居

出
ス

l
指

て
つ

卜
関

者
告

が
援

者
手
Ij

る
者

な
護

の
見

は
居

要
は

等
託

給
宅

し
費

ピ
定

i土
五

す
は

)
行

の
は

用
た

は
ら

支
管

を
、

宅
支

、
の

し
に

サ
な

に
ス

居
、

条
る

、
指う

業
者

め
、

な
援

理
付

指
サ

援
利

害
て

係
1

け
係

費
宅

第
事

毎
務

法
必

当
い

の
者

し
定

l
認

用
類

い
る

ピ
れ

る
が

サ
当

五
務

月
定

の
第

係
要

該
。

利
は

て
居

ピ
定

者
の

る
事

ス
ば

指
利

l
該国

項
を

、
居

委
百

る
な

指
用

、
そ

宅
ス
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務
計
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介

計
受

他
付
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介
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護
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康
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介
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介
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介
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介
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介
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介
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又
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又
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介
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を
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介
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介
支

て
供

な
γ

ら
」

用
を

理
iJ'i
 

認
運

つ
と

修
護

援
お

で
な

関
¥;、

講
由

な
め

営
¥;'
¥ 

と
の

支援
事業
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情
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指
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指
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固
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。
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/
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居
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又

条
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連
宅
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宅
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宅
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導
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業
特

定
宅
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介
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介
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又
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介
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介
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指

介
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介
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ス
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指
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者

会
護

康
サ

護
れ

護
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応
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護
支
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護

，び
け

定
者
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護

定
護
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更

定
事

容
定

て
の

が
支

保
l

支
ば

支
助

じ
支

そ
た

居
等

居
支

の
支

よ
に

居
業

が
居

お
同

行
援

険
ピ

援
な

援
言

、
書

援
援
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指

宅
か

宅
事援

居
援

事
る

関
宅

者
等

虚
宅

か
意

つ
事

団
ス

事
ら

事
を

及
そ

事
事

家
定

介
ら

サ
宅

サ
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偽
介

な
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法
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体
又

業
な

業
受

ぴ
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業
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護
金
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サ
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又

護
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、
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介
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収
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介
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収
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又
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に お い て 準 用 す る 第 一 一 十 条 」 と 、 第 十 二 条 第 一 項 中 「 指 定 居 宅 介 護 支 援 ( 法 第 四 十 六 条 第 四 項 の

規 定 に よ り 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 ( 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 を い う 。 以

下 同 じ 。 ) が 当 該 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 支 払 わ れ る 場 合 に 係 る も の を 除 く 。 ) 」 と あ る の は 「 基

準 該 当 居 宅 介 護 支 援 」 と 、 「 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 の 額 」 と あ る の は 「 法 第 四 十 七 条 第 三 項 に

規 定 す る 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 費 の 額 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 五 章 雑 則

( 規 則 へ の 委 任 )

第 三 十 三 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。

附 員
IJ

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

吾 川 県 条 例 第 四 十 八 号

石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 ( 昭 和 三 十 年 石 川 県 条 例 第 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 野 積 場 の 部 ト ラ ン ス フ ァ ー ク レ ー ン の 軌 道 の 項 中 「 三 、 七 O 四 、 九 一 O 円 」 を 「 八 、 六

六 回 、 九 一 O 円 」 に 改 め る 。

L 4 4  
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( 施 行 期 日 )

l
 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 )

2
 

石 川 県 政 記 念 し い の き 迎 賓 館 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例 第 九 号 )

第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ( 平 成 二 十 四 年

石 川 県 条 例 第 六 十 七 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の う ち 石 川 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 別 表 第 一 野 積 場 の 部 ト ラ ン ス フ ァ ー ク レ ー ン の 軌 道 の 項

の 改 正 規 定 中 「 三 、 七 O 四 、 九 一 O 円 」 を 「 八 、 六 六 回 、 九 一 O 円 」 に 、 「 一 一 、 四 七 四

O 円 」 を 三 六 、 。 七 四 、 七 四 O 円 」 に 改 め る
D

石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 十 二 月 二 十 四 日

--
.J
 

H
 

憲



--
.J
 '" 利 回 抑 留 刊 H N 油 N 品 目 ( 斗 ハ 藤 田 ) 剖 調 講話 半吟 司
E

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 条 例 第 四 十 九 号

石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 都 市 公 園 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 五 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 の 三 第 一 項 第 五 号 中 「 菱 櫓 ・ 五 十 間 長 屋 ・ 橋 爪 門 続 櫓 」 を 「 菱 櫓 ・ 五 十 間 長 屋 ・ 橋 爪 門 続

櫓 及 び 橋 爪 門 一 一 の 門 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を -加 え る 。

ー七 玉 泉 庵

第 十 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 菱 櫓 ・ 五 十 間 長 屋 ・ 橋 爪 門 続 櫓 L を 「 菱 櫓 ・ 五 十 間 長 屋 ・ 橋 爪

門 続 櫓 及 び 橋 爪 門 二 の 門 」 に 改 め る 。

第 十 条 の 五 第 三 項 中 「 徴 収 す る 」 を 「 、 同 項 第 七 号 に 掲 げ る 公 園 施 設 を 使 用 す る 者 か ら 別 表 第 八

に 規 定 す る 使 用 料 を 徴 収 す る 」 に 改 め る 。

別 表 第 七 中 三 の 項 を 四 の 項 と し 、 二 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

橋 爪 門 二 の 門 = 1 0 六 O 円 三 、 八 二 O 円二 、 六 二 O 円

別 表 第 七 の 次 に 次 の 一 表 を 加 え る 。

別 表 第 八 ( 第 十 条 の 五 関 係 )
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備 考 使 用 時 間 が 午 前 、 午 後 、 全 日 又 は 夜 間 の 時 間 に 満 た な い 場 合 の 使 用 料 は 、 当 該 午 前 、 午 後 、

全 日 又 は 夜 間 の 使 用 料 と す る 。

附 員
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こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

( H B 泊 N - 8 0 3 隊 掌 ~ 川 伊 ) 」 可 申 N D l g ∞ 己 創 」 ニ 満 帆 昨 由 同 司 薄 泊 H 叶 田 H 耐 明 選

」 可 申 N H ∞ C C N 制 三 一 滴 ゆ 苅 卦 川 開 戦 品 叶 E H g 瑚 選

湘 開 4 4 〉
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制 三 一 滴
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